
阿
曽
沼
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

─
 鎌
倉
・
南
北
朝
期
を
中
心
に
─

奥
州
市
教
育
委
員
会
　
高
　
橋
　
和
　
孝

は
じ
め
に

阿
曽
沼
氏
は
、
下
野
国
安
蘇
郡
阿
曽
沼
郷
を
称
名
の
地
と
す
る
藤
姓
足
利
氏

の
一
族
で
あ
る
。
彼
ら
は
鎌
倉
期
に
安
芸
国
や
陸
奥
国
な
ど
に
も
所
領
を
獲
得

し
た
た
め
、
各
地
に
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
和
久
井
紀
明
氏（

１
）と

『
信
濃
史
料
』（
六
巻
）

（
２
）

の
見
解

を
受
け
、
峰
岸
純
夫
氏
が
『
小
山
文
書
』
中
の
「
藤
原
秀
親
譲
状
」
を
阿
曽
沼

氏
の
も
の
で
あ
る
と
論
証
し
た
こ
と
に
よ
り（

３
）、

そ
の
多
く
が
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
安
芸
国
な
ど
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
河
合

正
治
氏（

４
）と

外
園
豊
基
氏（

５
）に

よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ

り
、
既
出
史
料
か
ら
判
明
す
る
所
領
の
ほ
ぼ
全
て
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

一
方
で
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
末
裔
に
よ
っ
て

「
近
世
中
ご
ろ
に
ま
と
め
ら
れ
た
南
北
朝
期
の
系
譜
が
信
用
で
き
」
な
い
と
さ

れ
て
い
る（

６
）他

、
下
野
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
も
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
遠
野
阿
曽
沼

氏
の
系
譜
も
、『
遠
野
市
史
』
な
ど
で
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る（

７
）が

、
近
世
期

の
系
図
の
引
用
に
留
ま
っ
て
お
り
、
一
次
史
料
に
よ
る
確
証
を
欠
い
て
い
る
。

ま
た
、
阿
曽
沼
氏
が
含
ま
れ
る
藤
姓
足
利
氏
の
関
連
系
図
の
内
、『
尊
卑
分
脈
』

（
８
）

と
『
佐
野
阿
曽
沼
系
図
』

（
９
）

が
南
北
朝
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

10
）が

、
こ
こ

に
あ
る
阿
曽
沼
氏
の
系
図
が
史
実
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
否
か
、
別
の
史
料

に
よ
り
確
認
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
研
究
状
況
が
端
的
に
示
す

通
り
、
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
関
し
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
阿
曽
沼
氏
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
人
々
の
中
に
は
、
系
譜

上
の
位
置
付
け
か
判
然
と
し
な
い
人
々
が
多
く
、
そ
れ
如
何
で
史
料
の
評
価
が

変
化
し
て
し
ま
う
場
合
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
阿
曽
沼
郷

を
含
む
所
領
の
譲
状
を
書
い
た
藤
原
秀
親
は
各
種
阿
曽
沼
氏
の
系
図
に
は
見
え

な
い
と
さ
れ
る（

11
）一

方
で
、
岩
本
由
輝
氏
は
近
世
・
近
代
成
立
の
遠
野
阿
曽
沼
氏

関
係
の
系
図
に
彼
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

12
）。

こ
の
よ
う
に
、
秀
親

に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
阿
曽
沼
氏
の
人
物
と
み
て
良
い
の
か
疑
問
が
残
さ
れ

て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
他
、
下
野
・
安
芸
・
陸
奥
国
の
阿
曽
沼
一
族
の
血

縁
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
が
系
譜
上
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
更
な
る
探
求
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
課
題
設
定
の

下
で
、
本
稿
で
は
鎌
倉
・
南
北
朝
期
を
中
心
に
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
を
復
元
し
、

そ
の
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

一
　
藤
原
秀
親
譲
状
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に
、
先
ほ
ど
か
ら
話
題
と
し
て
い
る
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
の

「
藤
原
秀
親
」
譲
状
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

史
料
一
　
藤
原
秀
親
譲
状（

13
）

譲
与
　
所
領
等
事

一
所
　
下
野
国
阿
曽
郡
内
阿
曽
沼
郷
地
頭
職
事

一
所
　
同
国
佐
野
庄
内
上
大
賀
・
下
大
賀
・
富
地
・
韮
河
等
地
頭
職
事

一
所
　
武
蔵
国
石
岡
郷
幷
吉
沢
地
頭
職
事

ア
ル
テ
ス
　
リ
ベ
ラ
レ
ス
　
（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
）

第
一
〇
一
号
　
二
〇
一
七
年
一
二
月
　
一
八
七
頁
〜
一
九
九
頁
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一
所
　
同
国
足
立
郡
内
上
根
村
半
分
事

一
所
　
相
模
国
田
原
村
地
頭
職
事

一
所
　
信
乃
国
飯
田
郷
地
頭
職
事

一
所
　
陸
奥
国
遠
野
保
地
頭
職
事

一
所
　
同
国
江
刺
郡
内
角
懸
郷
半
分
地
頭
職
事

一
所
　
常
陸
国
稲
吉
郷
地
頭
職
事

一
所
　
同
国
磯
部
村
参
分
一
地
頭
職
事

一
所
　
備
中
国
砦
部
郷
地
頭
職
事

一
所
　
鎌
倉
屋
地
二
所

事

右
、
所
領
注
文
件
レ
如
、

観
応
元
年
八
月
廿
日

藤
原
秀
親
（
花
押
）

史
料
一
は
『
小
山
文
書
』
に
伝
来
し
た
譲
状
で
あ
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
通

り
、
既
に
峰
岸
氏
に
よ
り
阿
曽
沼
氏
の
所
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
峰
岸
氏
は
、
本
文
書
の
形
式
に
つ
い
て
、
冒
頭
の
「
譲

与
」
と
末
尾
の
「
右
、
所
領
注
文
如
レ
件
」
の
関
連
が
不
明
で
譲
状
と
も
所
領

注
文
と
も
取
れ
る
と
述
べ
た
が
、
本
文
書
を
譲
状
の
別
紙
注
文
と
捉
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
れ
が
譲
状
の
一
部
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
阿
曽
沼

郷
・
遠
野
保
・
飯
田
郷
・
呰
部
郷
が
阿
曽
沼
氏
に
関
連
す
る
所
領
で
あ
っ
た
こ

と
と
佐
野
庄
内
の
地
に
阿
曽
沼
氏
の
所
領
が
存
在
し
て
も
不
自
然
で
な
い
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
れ
が
阿
曽
沼
氏
の
譲
状
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た（

14
）。

こ
の
よ
う
に
、
峰
岸
氏
に
よ
り
史
料
一
が
阿
曽
沼
氏
の
も
の
で
あ
る
事
実
は

明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
一
方
で
気
に
な
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
が
写
し
で
あ
る
と
の
所
見
を
示
し
た
上
で
、
本
文
書
に
後
年
「
譲
与
」
の

文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る（

15
）。

し
か
も
、
こ
れ

に
関
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
文
書
と
し
て
、
阿
曽
沼
氏
の
所
領
が
小
山
氏
に
渡

っ
た
際
の
交
渉
時
の
文
書
を
挙
げ
て
い
る（

16
）が

、
そ
の
い
ず
れ
も
「
疑
文
書
」
か

「
一
歩
譲
っ
て
も
写
し
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
正
の
文
書
か

法
華
堂
前

車
小
路

否
か
疑
い
の
あ
る
文
書
と
史
料
一
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
真
実
性
に
は
疑
問
を
挟
み
込
む
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
阿
曽
沼
氏
か
否
か
判
然
と
し
な
い
「
藤
原
秀

親
」
が
作
成
し
て
い
る
た
め
、
史
料
一
を
史
実
性
の
あ
る
確
実
な
史
料
と
評
価

す
る
に
は
、
今
少
し
そ
の
性
格
を
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
以
下
で

は
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
史
料
一
を
再
考
し
て
い
く
。

ま
ず
、
峰
岸
氏
の
述
べ
る
「
譲
与
」
が
加
筆
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、
史
料
を
一
つ
提
示
す
る
。

史
料
二
　
阿
曽
沼
師
綱
譲
状
写
（
後
掲
表
二
―
八
）

写

譲
与
　
所
領

事

一
　
嫡
子
二
郎
直
綱
分
　

一
　
次
男
四
郎
泰
綱
分
　

右
所
々
者
、
師
綱
重
代
相
伝
之
私
領
也
、
而
相
二─

副
代
々
御
下
知
御
下

文
一
、
以
二
証
文
一
所
レ
譲
二─

与
于
直
綱
一
也
、
但
、
直
綱
若
無
二
男
子
一
者
、

泰
綱
可
二
知
行
一
之
、
泰
綱
亦
無
レ
子
者
、
付
二
惣
領
一
一
円
可
レ
令
二
知
行
一
、

守
二
此
状
一
兄
弟
相
互
無
レ
異
可
二
領
知
一
也
、
仍
為
二
後
証
一
譲
状
如
レ
件
、

貞
和
三
年
三
月
十
日
　
　
　
　
　
前
下
野
守
藤
原
師
綱
在
判

史
料
二
は
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
に
作
成
さ
れ
た
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
譲
状

で
、
史
料
一
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
関
し
て
は
後
述
す

る
が
、
こ
こ
で
は
割
書
で
「
載
二
注
文
別
紙
一
」
と
あ
る
部
分
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
記
載
に
よ
る
と
、
譲
状
の
他
に
別
紙
注
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
譲
状
に
関
し
て
は
、
家
毎
に
一
定
形
式
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
と
の
指

摘
も
あ
り（

17
）、

こ
れ
を
阿
曽
沼
氏
の
場
合
に
適
用
し
て
み
る
と
、
阿
曽
沼
氏
に
お

け
る
譲
状
の
形
式
は
譲
状
の
本
紙
と
別
紙
注
文
が
セ
ッ
ト
と
な
る
も
の
だ
っ
た

と
推
断
さ
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
譲
与
」
は
加
筆
で
は
な
く
、
元
々
阿
曽

沼
氏
の
譲
状
に
存
在
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
史
料
一

は
峰
岸
氏
の
述
べ
た
通
り
譲
状
の
別
紙
注
文
と
み
て
問
題
は
あ
る
ま
い
。

次
に
、
こ
こ
に
現
れ
る
所
領
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
い
こ
う
。
先
に
紹
介
し

載
二
注
文

別
紙
一

惣
領
職
参
分
弐

此
内
庶
子
分
在
レ
之
、

参
分
壱

子
細
同
前
、
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た
よ
う
に
、
確
実
に
阿
曽
沼
氏
と
の
関
係
が
判
明
す
る
所
領
と
し
て
、
阿
曽
沼

郷
・
飯
田
郷
・
遠
野
保
・
呰
部
郷
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
譲
状
の
作
成

時
に
こ
れ
ら
の
知
行
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

遠
野
保
は
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
「
面
懸
左
衛
門
尉
以
下
輩
」
を
排

し
「
阿
曽
沼
下
野
権
守
朝
綱
代
朝
兼
」
へ
沙
汰
付
け
る
よ
う
命
じ
る
陸
奥
国
宣

が
出
さ
れ
て
い
る
（
後
掲
史
料
六
）。
こ
の
国
宣
に
よ
っ
て
遠
野
保
が
朝
綱
へ

還
付
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
く
、
押
領
が
続
い
て
い
た
可
能
性
が
残
る
。
呰

部
郷
は
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
に
「
朝
綱
領
三
分
一
」
が
阿
曽
沼
「
師
綱

代
」
に
渡
っ
て
お
り
（
後
掲
表
二
―
七
）、
既
に
一
円
知
行
で
は
な
く
な
っ
て

い
た
。
阿
曽
沼
郷
に
つ
い
て
は
、
領
有
に
関
す
る
確
実
な
史
料
を
欠
い
て
い
る

た
め
不
明
で
あ
る
。
飯
田
郷
に
関
し
て
は
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
に
「
阿

曽
沼
下
野
守
」
か
ら
諏
訪
上
社
に
寄
進
さ
れ
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
は

改
め
て
足
利
尊
氏
に
よ
り
同
社
へ
寄
進
さ
れ
て
い
る（

18
）。

更
に
嘉
暦
四
年
（
一
三

二
九
）
に
は
、
同
郷
は
「
阿
曽
沼
下
野
前
司
跡
」
と
さ
れ
て
お
り（

19
）、

寄
進
後
に

は
別
の
知
行
者
が
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
阿
曽
沼
郷
以
外
の
い
ず
れ
の
所
領

も
阿
曽
沼
氏
、
特
に
下
野
守
も
し
く
は
下
野
権
守
の
受
領
名
を
持
つ
一
流
（
仮

に
下
野
守
系
と
呼
ぶ
）
の
所
領
で
は
あ
る
が
、
飯
田
郷
と
呰
部
郷
に
つ
い
て
は

観
応
元
年
時
点
で
別
の
知
行
者
が
存
在
し
て
お
り
、
遠
野
保
に
つ
い
て
も
彼
ら

が
継
続
し
て
知
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
な
い
。
更
に
付
言
す
る
と
、

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
に
は
「
朝
綱
跡
」
三
分
の
一
が
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
師

綱
に
安
堵
さ
れ
て
お
り
（
後
掲
表
二
―
一
）、
実
態
は
と
も
か
く
こ
れ
ら
の
一

円
知
行
は
不
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
史
料
一
は
南
北
朝
期
の
知
行

実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
と
評
価
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
嘉
暦
三
年
に
寄
進
さ
れ
た
所
領
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
南
北

朝
初
期
に
既
に
阿
曽
沼
氏
の
一
族
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
安
芸
国
な
ど
の
所
領

が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
史
料
一
に
は
嘉
暦
三
年
以
前
の
あ
る
時
点
に

お
け
る
下
野
守
系
阿
曽
沼
氏
の
所
領
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
史
料
一
に
は
元
と
な
っ
た
史
料
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
は
形
式
か
ら

言
っ
て
阿
曽
沼
一
族
の
何
者
か
が
作
成
し
た
譲
状
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
推
定
は
、
鎌
倉
期
に
所
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
鎌
倉
屋
地
」
が
こ

こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
下
野
守
系
の
所
領

が
全
て
含
ま
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
相
模
国
北
波
多
郷（

20
）が

抜
け
て
い
る
。
こ

こ
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
嘉
暦
三
年
以
後
に

下
野
守
系
の
知
行
地
に
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
嘉
暦
三

年
以
降
の
所
領
変
動
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
史
料
一
の
特
徴
と
言

え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
史
料
一
に
関
し
て
は
不
自
然
な
点
が
多
々
あ
る
。
で
は
、

こ
れ
ら
の
所
見
を
も
っ
て
、
史
料
一
の
史
料
価
値
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
と
い
う
の
も
、
譲
状
自
体

が
必
ず
し
も
知
行
実
態
を
反
映
せ
ず
に
不
知
行
で
あ
っ
て
も
所
領
を
書
上
げ
る

場
合
が
あ
り（

21
）、

史
料
一
が
そ
の
例
に
あ
た
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
あ
る
時
点
に

お
け
る
所
領
の
知
行
実
態
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
の
こ
と
に
関
し
て

は
記
載
内
容
に
信
を
置
け
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
基
に

今
ま
で
の
考
察
結
果
を
加
味
し
て
考
え
る
と
、
史
料
一
の
譲
状
は
鎌
倉
末
期
の

あ
る
時
点
に
お
け
る
下
野
守
系
の
譲
状
を
基
礎
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
彼
ら
の
所
領
実
態
に
つ
い
て
は
信
用
で
き
る
と
評
価
さ
れ
よ

う
。こ

の
よ
う
に
史
料
一
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
下
野
守
系
の
所
領

の
実
態
が
反
映
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
が
再
構

築
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
譲
状
に
関
係
す
る
下
野
守
系
阿
曽
沼
氏
と
藤

原
秀
親
が
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
上
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
解
明
す

る
必
要
性
が
増
し
て
く
る
。
こ
の
両
者
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
が
不
明
瞭
な
ま

ま
で
は
、
こ
の
譲
状
の
確
定
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
次
節
以
降
で
は
彼
ら
を
含
め
た
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
更
に
追
及
し

て
い
く
。
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二
　
『
吾
妻
鏡
』
に
み
え
る
阿
曽
沼
氏

本
節
で
は
、
鎌
倉
期
の
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
を
基
に
復

元
し
て
い
く
。
ま
ず
は
こ
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
み
え
る

阿
曽
沼
氏
の
人
物
の
一
覧
表
を
作
成
し
提
示
し
て
お
く
（
表
一
）。
こ
れ
を
基

礎
に
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
吾
妻
鏡
』
中
で
の
阿
曽
沼
氏
の
初
見
と
な
る
の
は
、「
四
郎
広
綱
」
で
あ
る

（
養
和
元
年
閏
二
月
二
十
三
日
条
他
）。
彼
は
「
足
利
七
郎
四
郎
」（
建
久
元
年

十
一
月
七
日
条
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り（

22
）、

藤
姓
足
利
氏

の
足
利
有
綱
の
四
男
で
、
阿
曽
沼
氏
の
初
代
と
目
さ
れ
て
い
る
。
一
箇
所
本
文

の
異
同
で
「
民
部
烝
光
（
広
）
綱
」
が
あ
る
（
建
保
六
年
七
月
八
日
条
）
が
、

「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
「
阿
曽
沼
民
部
烝
跡
」
と
あ
る
こ
と（

23
）か

ら
、
光

綱
で
は
な
く
広
綱
の
誤
り
と
断
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
広
綱
の
官
途
名
が

「
民
部
烝
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

問
題
は
、
彼
が
「
四
郎
」
で
な
く
「
次
郎
」
と
書
か
れ
て
い
る
文
治
五
年
七

月
十
九
日
条
で
あ
る
。
彼
の
輩
行
名
の
四
郎
は
、
足
利
有
綱
の
四
男
で
あ
る
こ

と
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
変
化
し
て
次
郎
に
な
る
こ
と

は
通
常
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、「
次
郎
」
は
「
四
郎
」
の
誤
記

と
断
じ
た
く
な
る
が
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
広
綱
の
活
動
期
間
中
に
輩
行
名
が
「
小
次
郎
」
を
名
乗
る
人

物
（
建
久
六
年
三
月
十
日
条
他
）
と
「
次
郎
」
を
名
乗
る
人
物
（
建
久
四
年
五

月
八
日
条
）
が
併
存
し
て
お
り
、
こ
の
三
人
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
広
綱
」
の
方
が
誤
記
で
次
郎
某
が
実
在

し
た
こ
と
を
類
推
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
小
次
郎
」
は
、
恐
ら
く

年
代
的
に
次
に
諱
が
見
え
る
「
次
郎
親
綱
」（
承
久
三
年
六
月
六
日
他
）
と
み

ら
れ
る
が
、
広
綱
と
親
綱
の
間
に
も
う
一
人
次
郎
某
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
「
次
郎
広
綱
」
の
次
郎
の
方
が
誤
記
で
、
次
郎
と

小
次
郎
を
同
一
人
物
で
親
綱
と
す
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は
な
く
、
い
ず
れ

が
誤
記
か
結
論
を
出
し
難
い
問
題
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
判
断
を
保
留
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

広
綱
の
次
代
と
し
て
確
実
な
の
は
既
に
紹
介
し
た
「
次
郎
親
綱
」
で
あ
る
。

親
綱
は
承
久
の
乱
で
活
躍
し
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
安
芸
国
に
所
領
を
得
た（

24
）。

し

か
し
、
こ
の
時
期
の
安
芸
国
の
所
領
は
代
官
支
配
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
嘉
禎

四
年
（
一
二
三
八
）
ま
で
は
阿
曽
沼
氏
の
一
族
が
入
部
し
て
は
い
な
い（

25
）。

な

表１　吾妻鏡に登場する阿曽沼氏

西暦

※『新訂増補国史大系』32・33「吾妻鏡」により作成。（　）は同書における異同

年月日 名前
1181 養和元．閏2．23 阿曽沼四郎広綱
1184 元暦元．8．8 阿曽沼四郎広綱
1185 文治元．1．26 浅沼四郎広縄（綱）
1185 文治元．10．24 浅沼四郎広綱
1189 文治5．7．19 阿曽沼次郎広綱
1190 建久元．11．7 足利七郎四郎
1193 建久4．5．8 浅沼二（次）郎
1195 建久6．3．10 阿曽沼小次郎
1195 建久6．5．20 阿曽沼小二（次）郎
1218 建保6．7．8 浅沼民部烝光（広）綱
1221 承久3．6．6 阿曽沼次郎親綱
1221 承久3．6．18 阿曽沼六郎太郎
1221 承久3．6．18 阿曽沼次郎
1244 寛元2．8．15 阿曽沼小次郎光綱
1244 寛元2．8．16 阿曽沼七郎
1245 寛元3．8．15 阿曽沼小次郎光綱
1246 寛元4．8．15 阿曽沼小次郎
1248 宝治2．12．10 阿曽沼次郎光綱
1250 建長2．3．1 阿曽沼民部跡
1250 建長2．8．18 阿曽沼小次郎
1250 建長2．12．27 阿曽沼小次郎
1251 建長3．1．20 阿曽沼小次郎
1251 建長3．1．20 阿曽沼四郎次綱
1252 建長4．4．14 阿曽沼次郎光綱
1252 建長4．7．23 阿曽沼小次郎光綱
1252 建長4．8．1 阿曽沼小次郎光綱
1252 建長4．12．17 阿曽沼小次郎光綱（経）

西暦 年月日 名前
1253 建長5．1．3 阿曽沼小次郎光綱
1254 建長6．6．16 阿曽沼小次郎
1254 建長6．8．15 阿曽沼小次郎光綱
1256 康元元．6．29 阿曽沼小次郎
1256 康元元．7．6 阿曽沼小太郎
1256 康元元．8．13 阿曽沼五郎
1257 正嘉元．10．1 阿曽沼小次郎光綱
1258 正嘉2．3．1 阿曽沼小次郎光綱
1258 正嘉2．6．4 阿曽沼小次郎光綱
1258 正嘉2．6．17 阿曽沼小太郎
1258 正嘉2．8．15 阿曽沼小次郎光綱
1260 文応元．1．20 阿曽沼小次郎光綱
1260 文応元．7．6 阿曽沼小次郎光綱
1260 文応元．7．6 子息五郎
1260 文応元．7．6 阿曽沼小次郎
1260 文応元．7．7 光綱
1260 文応元．11．27 阿曽沼小次郎光綱
1261 弘長元．6．29 阿曽沼小次郎
1261 弘長元．7．2 阿曽沼小次郎
1261 弘長元．7．2 光綱
1263 弘長3．7．13 阿曽沼小次郎
1263 弘長3．7．13 子息五郎
1263 弘長3．8．8 阿曽沼小次郎
1263 弘長3．8．8 子息
1263 弘長3．8．9 阿曽沼小次郎光綱
1263 弘長3．8．9 阿曽沼小次郎光綱
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お
、
同
時
期
に
「
阿
曽
沼
六
郎
太
郎
」
が
み
え
る
（
承
久
三
年
六
月
十
八
日

条
）
が
、
仮
名
が
示
す
通
り
「
六
郎
」
の
「
太
郎
」
で
あ
り
、
年
代
的
に
「
六

郎
」
は
広
綱
の
子
、「
六
郎
太
郎
」
は
そ
の
子
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
頃
に
は

阿
曽
沼
氏
の
分
流
が
誕
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

親
綱
の
次
代
は
、「
小
次
郎
光
綱
」
で
あ
る
（
寛
元
二
年
八
月
十
五
日
条
以

降
）。
輩
行
名
の
「
小
次
郎
」
は
次
郎
親
綱
の
子
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
こ
の
光
綱
が
阿
曽
沼
氏
中
で
最
も
『
吾
妻
鏡
』
に
登
場
す
る
回
数
が
多

く
、
阿
曽
沼
氏
の
惣
領
と
し
て
幕
府
の
諸
行
事
へ
供
奉
し
、
活
発
に
活
動
し
て

い
た
事
実
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。
同
時
期
に
は
、「
七
郎
」（
寛
元
二
年
八

月
十
六
日
条
）
と
「
四
郎
次
綱
」（
建
長
三
年
正
月
二
十
日
条
）
が
み
え
る
。

七
郎
は
系
統
未
詳
、
次
綱
は
光
綱
の
弟
と
推
定
さ
れ
る
。

光
綱
以
降
に
つ
い
て
は
諱
が
記
さ
れ
て
い
る
人
物
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
、

光
綱
子
息
と
し
て
「
五
郎
」
が
登
場
し
て
い
る
（
文
応
元
年
七
月
六
日
条
他
）。

五
郎
は
光
綱
が
「
所
労
」
な
ど
の
際
、
代
わ
り
に
随
兵
役
を
勤
め
る
よ
う
光
綱

か
ら
指
名
さ
れ
て
い
る
。「
小
太
郎
」
な
る
人
物
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
正
嘉

二
年
六
月
十
七
日
条
は
放
生
会
の
参
加
す
る
人
々
の
交
名
で
あ
り
、
実
際
参
加

し
て
い
る
の
は
光
綱
で
あ
る
た
め
誤
記
と
判
断
さ
れ
る
。
康
元
元
年
七
月
六
日

条
も
同
様
に
誤
記
と
推
断
さ
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
は
左
の
系
図
が
復
元
で
き
る
。

（
推
定
系
図
一
）

四
郎
広
綱（
民
部
烝
）―（
次
郎
某
？
）―
次
郎
親
綱
―
―
小
次
郎
光
綱
―
五
郎

│
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
│

└
六
郎
―
―
―
―
六
郎
太
郎
└
─
四
郎
次
綱

こ
の
推
定
系
図
と
、
先
の
検
討
結
果
を
合
わ
せ
て
ま
と
め
る
と
、『
吾
妻
鏡
』

に
登
場
す
る
阿
曽
沼
氏
に
つ
い
て
以
下
の
事
が
指
摘
で
き
る
。

①
「
綱
」
の
字
を
通
字
と
し
て
い
た
。

②
広
綱
に
始
ま
る
嫡
流
は
親
綱
―
光
綱
と
相
続
さ
れ
た
。
輩
行
名
は
基
本
的
に

は
「
次
郎
」
で
あ
っ
た
。

③
光
綱
の
頃
か
ら
活
動
が
活
発
化
し
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
阿
曽
沼
氏
と
祖
を
同
じ
く
す
る
佐
野
氏
に
お
い
て
も
全
く

同
じ
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（

26
）、

阿
曽
沼
氏
が
含
ま
れ
る
藤
姓
足
利
一
族
に
広

く
共
有
さ
れ
て
い
た
事
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
は
、
光
綱
が
阿
曽
沼

氏
の
惣
領
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
父
と
目
さ
れ
る
親
綱
も
惣
領
で
あ
っ

た
と
推
定
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
両
者
は
輩
行
名
が
次
郎
で
共
通
し
て

お
り
、
南
北
朝
期
の
史
料
二
に
お
い
て
も
惣
領
を
継
い
だ
の
は
「
次
郎
」
で
あ

っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
阿
曽
沼
氏
は
次
郎
を
名
乗
る
人
物
が
嫡
子
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
③
は
興
味
深
い
事
象
で
、
元
々
は
国
御
家
人
で
あ
っ
た
は
ず
の

阿
曽
沼
氏（

27
）が

鎌
倉
で
の
行
事
に
頻
繁
に
供
奉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
頻
度

か
ら
み
る
と
、
在
国
は
せ
ず
に
鎌
倉
に
常
住
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
鎌
倉
中

の
御
家
人
と
同
様
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
思
し
い
。
こ
の
通
り
、
ど
う
い
っ

た
理
由
か
ら
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
御
家
人
と
し
て
の
阿
曽
沼
氏
の
立
場
が
変

化
し
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
内
②
に
関
連
し
て
、
光
綱
が
自
身
の
代
わ
り
に
幕
府
行
事
に
供
奉
す
る

人
物
と
し
て
子
息
の
五
郎
を
指
名
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ま

い
。
本
来
な
ら
ば
、
嫡
子
は
次
郎
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
五
郎
を

自
身
の
代
わ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
阿
曽
沼
氏
内
部
で
庶
嫡

を
め
ぐ
る
変
化
が
起
こ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
吾
妻
鏡
』

の
記
載
は
こ
こ
で
終
わ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
の
こ
と
は
別
の
史
料
か
ら
考
え
て

い
く
し
か
手
段
は
な
い
。

三
　
下
野
権
守
朝
綱

次
に
史
料
上
に
登
場
す
る
阿
曽
沼
氏
の
人
物
は
、
先
に
挙
げ
た
嘉
暦
三
年
の

「
阿
曽
沼
下
野
守
」
で
あ
る
。
彼
に
関
す
る
所
見
は
飯
田
郷
を
寄
進
し
た
と
い
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う
行
動
の
み
し
か
存
在
し
な
い
が
、
次
い
で
登
場
す
る
「
下
野
権
守
朝
綱
」
の

受
領
名
が
示
す
通
り
、
そ
の
前
代
の
人
物
、
恐
ら
く
は
朝
綱
の
父
と
推
定
さ
れ

る
。
諱
に
つ
い
て
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
が
、『
尊
卑
分
脈
』

（
28
）

に
下
野
守
の
受

領
名
が
記
さ
れ
る
「
氏
綱
」
に
あ
た
る
可
能
性
は
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
下
野
守
が
先
に
明
ら
か
に
し
た
阿
曽
沼
一
族
の
系
譜
と
ど
の

よ
う
に
繋
が
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
下
野
守
系
の
所

領
を
書
上
げ
た
史
料
一
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
史
料
一
に
は
、
全
国
の
散
在
所

領
の
他
に
、「
鎌
倉
屋
地
」
が
譲
与
対
象
と
し
て
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
既
に

阿
曽
沼
氏
の
惣
領
の
光
綱
が
鎌
倉
に
常
住
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
述
べ

た
が
、
こ
の
系
統
が
「
鎌
倉
屋
地
」
を
保
持
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。
つ
ま

り
、「
鎌
倉
屋
地
」
を
保
有
し
て
い
る
下
野
守
系
は
、
阿
曽
沼
氏
惣
領
の
系
統

と
繋
が
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
で
の
活
動
拠
点
の
他
、

本
領
「
阿
曽
沼
郷
」
を
始
め
と
し
た
全
国
の
散
在
所
領
を
保
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
系
統
に
惣
領
が
受
け
継
が
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

で
は
、
具
体
的
に
光
綱
と
下
野
守
は
ど
の
よ
う
に
系
譜
上
繋
が
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
両
者
が
親
子
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
が
、
弘
長
三
年
に
史
料
上

で
活
動
が
確
認
さ
れ
な
く
な
る
光
綱
と
、
嘉
暦
四
年
に
現
れ
る
下
野
守
と
で
は

年
代
的
に
親
子
関
係
を
想
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
両
者
の
間

に
少
な
く
と
も
一
代
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

こ
の
一
代
の
評
価
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
先
に
光
綱
の
子
の
代
で
は
嫡
子
が

次
郎
で
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
惣
領
を
継

い
だ
下
野
守
が
先
に
み
た
五
郎
の
系
統
な
の
か
、
従
来
通
り
次
郎
の
系
統
な
の

か
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
は
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
結
論
を

急
が
ず
、
次
に
見
る
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
て
み

た
い
。

さ
て
、
下
野
守
の
子
と
目
さ
れ
る
の
が
下
野
権
守
朝
綱
で
あ
る
。
初
め
に
朝

綱
の
史
料
上
の
所
見
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
朝
綱
の
初
見
と
な
る
の
が
先
に
触

れ
た
建
武
元
年
八
月
の
陸
奥
国
宣
で
、
遠
野
保
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で

建
武
二
年
九
月
に
「
朝
綱
跡
」
三
分
の
一
が
尊
氏
か
ら
阿
曽
沼
師
綱
に
安
堵
さ

れ
、
そ
の
内
、
呰
部
郷
三
分
の
一
は
建
武
五
年
二
月
に
師
綱
へ
渡
っ
て
い
る

（
後
掲
表
二
―
一
・
七
）。
当
の
朝
綱
は
下
野
国
に
在
国
し
、
建
武
二
年
十
二
月

か
ら
翌
年
六
月
に
か
け
て
佐
野
庄
へ
繰
り
返
し
侵
攻
し
て
い
る（

29
）。

こ
れ
ら
の
動
向
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朝
綱
は
南
朝
方
に
従
い
下
野
国
で

活
動
し
て
い
た
。
そ
の
影
響
か
ら
か
、
早
く
に
北
朝
方
に
所
領
が
没
収
さ
れ
、

北
朝
に
従
っ
た
安
芸
阿
曽
沼
氏
に
所
領
の
一
部
が
渡
っ
て
い
る
。
な
お
、
朝

綱
は
惣
領
家
の
所
領
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
下
野
守
の
次
の
阿
曽

沼
氏
惣
領
で
あ
っ
た
と
見
做
さ
れ
る
。
こ
の
後
の
消
息
を
明
記
し
た
史
料
は
無

い
が
、
以
下
の
史
料
は
興
味
深
い
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

史
料
三
　
『
鶴
岡
社
務
記
録
』

（
30
）

（
建
武
三
年
八
月
）

十
六
日
、
加
子
松
鶴
丸
追
二─

落
阿
曽
沼
一
云
々
、

（
暦
応
元
年
九
月
）

廿
日
、
於
二
同
所
一
廿
六
人
被
レ
誅
、
此
内
宗
者
阿
曽
沼
・
桃
将
監
一
族
五

人
、（
後
略
）

史
料
三
に
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
八
月
十
六
日
に
「
加
子
松
鶴
丸
」

に
よ
っ
て
「
阿
曽
沼
」
が
「
追
落
」
さ
れ
た
と
あ
る
。
鶴
松
丸
は
こ
れ
に
先
立

っ
て
「
常
州
」
に
出
陣
し
て
い
る
（
同
書
建
武
三
年
七
月
廿
一
日
条
）
が
、

「
阿
曽
沼
」
を
追
落
と
し
た
具
体
的
な
地
域
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
後
、
暦
応

元
年
（
一
三
三
八
）
九
月
二
十
日
に
は
、「
同
所
」（
筆
者
注
：
神
奈
川
）
に
て

「
阿
曽
沼
・
桃
将
監
」
ら
が
処
刑
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
暦
応
元
年

九
月
に
は
多
数
の
「
御
敵
」
の
舟
が
安
房
国
や
江
島
に
漂
着
し
て
お
り
（
同
書

暦
応
元
年
九
月
九
日
条
他
）、「
阿
曽
沼
」
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
こ
れ
に
乗
船
し

捕
ら
え
ら
れ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
船
に
は
、
北
畠
親
房
等
の
下

向
に
随
行
し
た
人
々
が
乗
船
し
て
お
り
、「
阿
曽
沼
」
も
そ
の
中
に
い
た
と
み

ら
れ
る
。

で
は
、
こ
こ
に
み
え
る
「
阿
曽
沼
」
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
建
武
三
年
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の
「
阿
曽
沼
」
某
に
つ
い
て
は
、
常
陸
国
に
向
か
っ
た
松
鶴
丸
に
よ
り
敗
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
下
野
国
に
在
国
し
て
南
朝
方
に
つ
い
て
い
た
朝
綱
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
暦
応
元
年
に
処
刑
さ
れ
た
「
阿
曽
沼
」
に
つ
い
て
は
、
南
朝

方
の
「
宗
者
」
と
し
て
名
が
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
物
で
、
か
つ
な
ん
ら
か
の
事

情
で
上
洛
し
て
い
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
上
洛
し
た
事
情
と
し
て
は
、
時
期
的
に

北
畠
顕
家
の
西
上
に
従
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
現
在
判
明
し
て
い
る
阿
曽
沼
氏

の
人
物
中
で
こ
れ
ら
の
条
件
に
合
致
す
る
の
は
、
や
は
り
惣
領
の
朝
綱
で
あ
ろ

う
。
こ
の
記
載
を
境
に
、
朝
綱
が
史
料
上
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
も
こ
の
事
実
を

示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の「
阿
曽
沼
」も
朝
綱
に
比
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
史
料
三
に
よ
り
朝
綱
が
暦
応
元
年
に
死
去
し
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
そ
の
跡
目
に
つ
い
て
は
、
史
料
二
に
阿
曽
沼
「
惣
領
」
が
み
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
阿
曽
沼
某
が
朝
綱
の
跡
を
継
い
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
管
見
の
限
り
下
野
守
系
阿
曽
沼
氏
の
消
息
を
明
記
し
た
史
料
と
し
て
は

史
料
三
が
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
流
、
す
な
わ
ち
阿
曽
沼
惣
領
家
に
関

し
て
は
朝
綱
の
死
去
を
境
に
勢
力
を
失
い
没
落
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
所
領
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
通
り
安
芸
阿
曽
沼
氏
に
三
分
の
一
が
渡
っ
て

い
た
他
、
小
山
氏
に
も
所
領
の
一
部
が
渡
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る（

31
）。

で
は
、
こ
れ
を
以
っ
て
下
野
国
の
阿
曽
沼
氏
は
完
全
に
滅
亡
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
他
の
史
料
の
所
見
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

史
料
四
　
旦
那
売
券
案（

32
）

下
野
国
浅
沼
一
族
一
流
之
事

那
智
山
鳥
居
依
レ
有
二
重
代
相
伝
之
願
文
系
図
一
、
雖
レ
有
二
尊
勝
院
相

論
一
、
鳥
居
之
城
慶
房
之
御
方
へ
何
国
有
共
、
末
代
去
渡
処
実
正
也
、
秀

郷
一
門
一
円
と
被
レ
申
、
度
々
雖
レ
有
二
相
論
一
、
此
子
孫
者
依
レ
有
二
由

緒
一
、
光
音
院
下
之
光
達
坊
以
二
口
入
一
、
末
代
鳥
居
城
慶
房
御
方
へ
尊
勝

院
渡
申
処
明
鏡
也
、
仍
為
二
後
日
一
状
如
レ
件
、

口
入

光
音
院
円
西
在
判

光
達
房
　
　
在
判

応
永
三
十
二
年
八
月
十
日

史
料
四
に
は
、
系
統
は
不
明
な
が
ら
も
室
町
期
ま
で
阿
曽
沼
一
族
が
下
野
国

に
残
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
阿
曽
沼
氏
歴
代
の
「
願

文
」
と
「
系
図
」
が
存
在
し
て
い
る
と
あ
り
、
惣
領
家
が
勢
力
を
失
っ
た
後
も

連
綿
と
阿
曽
沼
一
族
が
下
野
国
で
活
動
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
残

念
な
が
ら
、
現
在
『
米
良
文
書
』
に
は
こ
れ
ら
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
詳
細

を
知
る
術
は
な
い
。

こ
の
他
に
も
例
え
ば
、
元
弘
三
年
に
「
下
総
国
結
城
郡
内
茂
呂
郷
」
へ
の
遵

行
使
と
し
て
「
阿
曽
沼
四
郎
次
郎
入
道
」
が
史
料
上
に
み
え
て
い
る（

33
）。

彼
の
系

譜
は
不
明
で
あ
る
が
、
遵
行
使
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
野
国
に
在
国
し

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
末
期
に
は
朝
綱
の
他
に

も
下
野
国
に
在
国
す
る
阿
曽
沼
氏
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
別
流
阿
曽
沼
氏
が
惣
領
家
没
落
後
に
残
っ
た
可
能
性
は
十
分
想
定
さ
れ

よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
実
情
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、
下
野
守
系
阿
曽
沼
氏
は
光
綱
以
降
の
惣
領
家
の
系
統
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
朝
綱
の
死
去
を
境
に
没
落
し
て
い
き
、
史
料
上

か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
史
料
一
の
藤
原
秀
親
は
こ
の
惣
領

家
の
譲
状
を
基
に
、
観
応
元
年
に
譲
状
を
作
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事

実
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今

少
し
検
討
を
続
け
て
考
え
て
み
よ
う
。

四
　
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
系
譜

次
に
、
安
芸
国
を
拠
点
と
し
た
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
先

に
触
れ
た
通
り
、
阿
曽
沼
氏
が
安
芸
国
に
所
領
を
得
た
の
は
親
綱
の
時
期
で
あ

り
、
こ
れ
以
降
に
安
芸
阿
曽
沼
氏
が
成
立
し
た
。
こ
の
一
流
に
は
南
北
朝
期
の

史
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
表
二
）。
こ
れ
を
基
に
、
ま
ず
は
文
書
に
現
れ
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る
人
々
の
系
譜
を
復
元
し
て
い
こ
う
。

安
芸
阿
曽
沼
氏
で
初
め
に
現
れ
る
の
が
阿
曽
沼
「
師
綱
」
で
あ
る
。
師
綱
は

は
じ
め
「
二
郎
」
の
輩
行
名
で
（
表
二
―
一
〜
四
）、
建
武
五
年
正
月
以
降
は

「
下
野
権
守
」
の
受
領
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
（
表
二
―
六
・
七
）。
諱
の
「
師

綱
」
は
、
時
期
的
に
み
て
も
、
彼
の
行
動
か
ら
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
高

師
直
か
ら
の
偏
諱
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
貞
和
三
年
に
は
、「
前
下
野
守
」

の
仮
名
で
子
息
の
「
嫡
子
二
郎
直
綱
」
と
「
次
男
四
郎
泰
綱
」
に
所
領
を
分
与

し
て
い
る
。
こ
の
後
、
消
息
を
絶
っ
て
お
り
、
世
代
が
変
わ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。そ

の
所
領
に
つ
い
て
は
、
親
綱
の
時
に
与
え
ら
れ
た
安
芸
国
の
所
領
が
想
定

さ
れ
る
他
、「
朝
綱
跡
」
三
分
の
一
を
尊
氏
か
ら
安
堵
さ
れ
て
お
り
（
表
二
―

一
）、
実
際
に
呰
部
郷
を
知
行
し
て
い
る
（
表
二
―
七
）。
こ
れ
以
外
に
も
、
伯

耆
国
に
も
所
領
を
保
有
し
て
い
た
が
、
備
前
国
の
所
領
と
交
換
さ
れ
て
い
る

（
表
二
―
六
）。

な
お
、
二
郎
師
綱
と
同
時
期
に
「
又
次
郎
」
な
る
輩
行
名
の
人
物
が
存
在
す

る
（
表
二
―
五
）。
彼
は
伯
耆
国
で
の
南
朝
方
の
蜂
起
に
対
し
て
尊
氏
か
ら
軍

勢
催
促
を
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
つ
い
て
は
、
師
綱
が
伯
耆
国
に
所
領
を
保
有
し

て
い
た
の
は
明
ら
か
で
か
つ
、
輩
行
名
が
同
じ
く
二
郎
で
あ
る
た
め
、
師
綱
と

同
一
人
物
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

師
綱
の
所
領
を
継
い
だ
の
が
、
直
綱
と
泰
綱
の
兄
弟
で
あ
る
（
表
二
―
八
）。

そ
の
際
の
譲
状
に
つ
い
て
は
史
料
二
と
し
て
全
文
を
掲
載
し
た
が
、
こ
こ
に
あ

る
通
り
、
直
綱
が
「
惣
領
職
」
を
継
い
で
い
る
。
直
綱
に
つ
い
て
は
足
利
直

義
、
泰
綱
に
つ
い
て
は
高
師
泰
と
諱
の
一
字
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
か

ら
偏
諱
を
受
け
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
幕
閣
か
ら
の
偏
諱
で
あ

り
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
が
幕
府
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

泰
綱
に
つ
い
て
は
こ
の
後
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
が
、
惣
領
職
と
さ
れ
た
直

綱
は
父
か
ら
「
下
野
守
」
の
受
領
名
を
受
け
継
ぎ
文
和
二
年
二
月
ま
で
活
動
が

確
認
さ
れ
る
（
表
二
―
一
〇
〜
一
七
）。
な
お
、
正
平
十
三
年
に
は
、
安
芸
国

表２　安芸国阿曽沼氏関連文書にみえる阿曽沼一族（南北朝期～室町中期）

番号 西暦 年月日 文書名 阿曽沼氏人名 出典

出典略称…中国：『南北朝遺文　中国・四国編』、関東：『南北朝遺文　関東編』、萩藩：『萩藩閥閲録』第一巻（山口県文書
館、1986年）

1 1335 建武2．9．27 足利尊氏袖判下文写 阿曽沼二郎師綱 中国−168阿曽沼下野権守跡
2 1336 建武3．2．16 足利直義書下 阿曽沼二郎 中国−248
3 1336 建武3．2．16 足利直義書下 阿曽沼二郎 中国−249
4 1336 建武3．2．28 足利尊氏書下写 阿曽沼二郎 萩藩−32
5 1336 建武3．9．12 足利尊氏書下 阿曽沼又次郎 関東−546
6 1338 建武5．1．19 足利尊氏袖判下文写 阿曽沼下野権守師綱 中国−707

7 1338 建武5．2．10 藤原貞資請文写 阿曽沼下野権守師綱 中国−725朝綱跡
前下野守藤原師綱

8 1347 貞和3．3．10 阿曽沼師綱譲状写 嫡子二郎直綱 中国−1517
次男四郎泰綱

9 − （貞和6以前）2．18 某弘氏書状 阿曽沼下野前司 萩藩−47
10 1350 貞和6．7．24 足利直冬書下写 阿曾沼下野守 萩藩−38
11 1350 観応元．11．3 足利直義書下写 阿曽沼下野守 萩藩−37
12 1352 観応3．5．28 足利義詮御判御教書写 阿曽沼下野守 萩藩−40
13 1352 観応3．10．13 足利尊氏袖判御教書写 阿曾沼下野守 萩藩−39
14 1352 文和元．10．13 沙弥某奉書写 阿曾沼下野守 関東−2358
15 1352 文和元．12．12 足利義詮御判御教書写 阿曽沼下野守 萩藩−35
16 1353 文和2．2．17 足利尊氏御判御教書写 阿曽沼下野守 萩藩−34
17 1353 文和2．2．17 足利尊氏御判御教書写 阿曽沼下野守 萩藩−37
18 1358 正平13．10 小早川実義申状 阿曽沼下野守跡 中国−2983
19 1370 応安3．11．14 室町幕府引付頭人奉書 阿曽沼下野次郎 中国−3820

20 1389 嘉慶3．6．晦 足利義満袖判御教書写 阿曽沼下野守弘綱 萩藩−41竹武者丸
21 1440 永享12．10．28 足利義教袖判御教書写 阿曽沼民部大輔信綱 萩藩−42
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三
津
村
が
「
阿
曽
沼
下
野
守
跡
」
と
さ
れ
て
い
る
（
表
二
―
一
八
）
こ
と
か

ら
、
直
綱
は
こ
の
頃
死
去
し
た
と
思
し
い
。

こ
の
後
は
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
文
書
も
減
る
が
、
次
い
で
応
安
三
年
に
直
綱
の

子
息
と
み
ら
れ
る
「
下
野
次
郎
」（
表
二
―
一
九
）、
嘉
慶
三
年
に
は
「
下
野
守

弘
綱
」（
表
二
―
二
〇
）
が
確
認
さ
れ
る
。
河
合
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
両
者

は
同
一
人
物
と
み
ら
れ
る（

34
）。

嘉
慶
三
年
に
弘
綱
か
ら
所
領
を
譲
ら
れ
た
「
竹
武

者
丸
」（
表
二
―
二
〇
）
は
、
永
享
十
二
年
に
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
「
阿
曽
沼

民
部
大
輔
信
綱
」（
表
二
―
二
一
）
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
関
し
て
は
、
か
な
り
正
確
に
復
元

可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
系
図
化
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

（
推
定
系
図
二
）

次
郎
師
綱（
下
野
権
守
）―
―
次
郎
直
綱（
下
野
守
）┐

│└
―

四
郎
泰
綱
　
　
　

│

┌
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

└
下
野
次
郎
弘
綱（
下
野
守
）―
―
信
綱（
民
部
大
輔
）

こ
の
系
図
は
、
後
世
安
芸
阿
曽
沼
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
系
譜
と
大

き
く
異
な
っ
て
い
る（

35
）。

し
か
し
、
中
世
史
料
に
よ
る
限
り
右
の
系
図
が
復
元
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
史
実
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

さ
て
、
本
稿
の
視
座
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
阿
曽
沼
氏
の

系
譜
と
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と

を
考
え
る
際
に
み
て
お
き
た
い
の
が
、
師
綱
の
輩
行
名
で
あ
る
。
師
綱
は
「
二

郎
」
と
も
「
又
次
郎
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
輩
行
名
は
阿
曽
沼
氏
の

嫡
流
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、

先
に
み
た
鎌
倉
末
期
の
惣
領
で
あ
る
下
野
守
の
子
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
仮

名
が
「
下
野
次
郎
」
と
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
系
統
の
人
物
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
師
綱
は
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
の
ど
こ
に
繋
が
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
輩
行
名
の
「
又
次
郎
」
か
ら
一
つ
の
推
論
が
成
り
立

つ
。「
又
次
郎
」
は
次
郎
の
息
子
の
次
郎
を
指
す
輩
行
名
と
み
ら
れ
る
が
、
な

ら
ば
師
綱
の
父
に
あ
た
る
人
物
も
次
郎
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
次

郎
は
惣
領
家
の
嫡
流
の
輩
行
名
で
あ
る
た
め
、
辿
れ
ば
光
綱
に
繋
が
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
年
代
的
に
は
や
や
厳
し
い
が
、
輩
行
名
が
同
じ
次
郎
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
数
代
に
渡
っ
て
次
郎
を
名

乗
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
現
れ
な
か
っ
た
光
綱

の
次
に
惣
領
を
継
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た
次
郎
こ
そ
が
師
綱
の
祖
父
も
し
く
は
父
次

郎
で
あ
っ
た
可
能
性
が
こ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
傍
証
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
史
料
一
の
譲
状
に

安
芸
国
及
び
伯
耆
国
の
所
領
が
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
史
料
一
は
下
野
守
系

の
譲
状
を
元
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
は

こ
の
両
国
の
所
領
は
な
く
、
鎌
倉
末
期
に
は
こ
の
系
統
に
は
相
伝
さ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
安
芸
国
の
所
領
は
親
綱
が
初
め
て
得
た
所
領

で
、
親
綱
当
時
は
代
官
支
配
で
あ
っ
て
直
接
統
治
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
が

親
綱
か
ら
光
綱
に
相
伝
さ
れ
、
次
い
で
光
綱
が
子
息
に
分
与
す
る
際
に
は
次
郎

に
譲
ら
れ
、
そ
の
次
郎
が
初
め
て
直
接
統
治
に
乗
り
出
し
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
が
「
下
野
権
守
」
な
い
し
「
下
野
守
」
の
受

領
名
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
受
領
名
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝

初
期
の
阿
曽
沼
氏
惣
領
が
名
乗
っ
て
い
る
が
、
朝
綱
跡
三
分
の
一
を
安
堵
さ
れ

た
師
綱
以
降
二
代
に
渡
っ
て
安
芸
阿
曽
沼
氏
も
名
乗
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
ら

が
惣
領
家
を
継
ぐ
こ
と
が
出
来
る
家
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
の
事
象
は
安
芸
阿
曽
沼
氏
が
傍
流
で
は
な
く
、
惣
領
家
か
ら
比
較

的
近
い
系
統
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
更
に
、
室
町
期
に
な
る

と
、
信
綱
が
阿
曽
沼
氏
の
祖
で
あ
る
広
綱
の
官
途
名
に
近
似
す
る
「
民
部
大

輔
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
ま
で
阿
曽
沼
氏
の
本
来
の
嫡
流
で
あ
る
と
い
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う
意
識
を
強
く
保
持
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
が
阿
曽
沼
氏
惣
領
と
認
め
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
く
、
例
え
ば
軍
勢
催
促
も
安
芸
国
内
に
限
定
さ
れ
る
な
ど
（
表

二
―
四
他
）、
活
動
範
囲
は
安
芸
国
及
び
近
隣
地
域
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
惣
領
制
は
あ
く
ま
で
安
芸
阿
曽
沼
氏
単
独
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
実
際
、
史
料
二
に
も
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
と
は
別
に
「
惣
領
」
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
は
南
北
朝
初
期

の
惣
領
家
と
は
別
流
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
安
芸
阿
曽
沼
氏
は
光
綱
の
子
息
次
郎
か
ら
成
立
し
た
可

能
性
が
高
い
。
河
合
氏
は
師
綱
が
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
祖
と
推
定
し
て
い
る（

36
）が

、

師
綱
か
ら
で
は
鎌
倉
末
期
の
惣
領
家
の
所
領
中
に
安
芸
国
の
所
領
が
み
え
な
い

こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
や
は
り
、
成
立
は
こ
れ
以
前
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
光
綱
の
子
息
と
推
定
さ
れ
る
次
郎
を
安
芸
阿
曽
沼
氏
の
祖
に
比
定

で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
先
に
判
断
を
保
留
に
し
て
い
た
下
野
守
の
父
に
つ
い
て

も
一
つ
の
推
論
が
導
き
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
綱
が
自
身
の
代
わ
り
と
し
て

指
名
し
た
五
郎
は
、
光
綱
と
同
じ
く
鎌
倉
に
常
住
し
、
惣
領
を
継
い
だ
の
で
は

な
い
か
と
の
推
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
綱
の
代
で
変
化
が
起
こ
り
、
本
来
の

嫡
流
で
あ
っ
た
次
郎
か
ら
五
郎
に
惣
領
が
移
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
推
定
す
る
と
、
五
郎
系
の
朝
綱
が
南
朝
方
、
次
郎
系
の
師
綱
が
北
朝

方
に
従
っ
た
原
因
に
つ
い
て
も
、
こ
の
時
の
影
響
が
強
く
残
っ
て
い
た
た
め
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

右
の
推
定
に
よ
り
、『
吾
妻
鏡
』
以
降
の
系
譜
に
つ
い
て
よ
う
や
く
私
見
を

提
示
で
き
る
段
階
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
推
定
系
図
三
）

光
綱
―
―（
次
郎
？
）―
―
次
郎
―
二
郎
師
綱（
下
野
権
守
）…
安
芸
阿
曽
沼
氏

│└
―
五
郎
―
―
―
―（
氏
綱
カ
）下
野
守
―
―
朝
綱（
下
野
権
守
）

以
上
三
節
を
費
や
し
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
を
検
討
し
て
き
た
が
、
よ
う
や
く
鎌

倉
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
の
系
譜
を
復
元
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
系
譜
は

先
に
提
示
し
た
南
北
朝
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
藤
姓
足
利
氏
の
系
図
に
含
ま

れ
る
阿
曽
沼
氏
の
系
図
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
両
系
図
が
史

実
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
阿
曽
沼
氏

に
大
き
く
分
け
て
二
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
鎌

倉
末
期
の
次
郎
系
と
五
郎
系
の
分
裂
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

り
、
そ
の
部
分
の
み
は
当
時
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
も
よ
か

ろ
う
。

そ
し
て
、
鎌
倉
期
か
ら
室
町
初
頭
ま
で
の
系
譜
が
復
元
で
き
た
こ
と
に
よ

り
、
史
料
一
の
元
と
な
っ
た
譲
状
に
つ
い
て
も
一
つ
の
仮
説
が
提
示
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
史
料
一
は
嘉
暦
三
年
以
前
に
光
綱
が
五
郎
に
与
え
た
譲
状
か
、
五

郎
が
下
野
守
に
与
え
た
譲
状
の
い
ず
れ
か
が
元
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う

可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
か
は
決
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
一

の
元
と
な
っ
た
譲
状
に
関
わ
っ
た
当
事
者
を
比
定
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

実
在
は
一
層
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
本
稿
で
復
元
し
た
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
の
阿
曽
沼
氏
の
系
譜

に
基
づ
く
と
、
阿
曽
沼
氏
の
人
物
の
基
本
的
特
徴
は
以
下
の
三
点
に
集
約
さ

れ
る
。

①
通
字
と
し
て
「
綱
」
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。

②
嫡
子
は
「
次
郎
」
の
輩
行
名
を
名
乗
る
。

③
官
途
名
は
「
民
部
」
系
、
受
領
名
は
「
下
野
守
」
系
を
名
乗
る
。

阿
曽
沼
氏
に
連
な
る
人
物
か
否
か
は
、
こ
の
三
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
是
非
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
を
念
頭
に
、

今
ま
で
阿
曽
沼
氏
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
人
物
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
よ
う
。
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五
　
藤
原
秀
親
と
朝
綱
代
朝
兼

最
後
に
、
阿
曽
沼
氏
関
係
史
料
に
登
場
し
か
つ
、
阿
曽
沼
氏
出
身
の
人
物
と

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
二
名
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
一
）
藤
原
秀
親

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
触
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
が
、
諱
に
「
綱
」
の
字
が
含

ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
が
阿
曽
沼
氏
の
人
物
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ

し
て
、
峰
岸
氏
が
提
示
し
た
以
下
の
史
料
に
よ
り
、
そ
の
官
途
名
も
判
明
す
る（

37
）。

史
料
五
　
刑
部
大
輔
秀
親
書
状
写（

38
）

去
十
一
月
十
日
、
御
教
書
進
覧
之
、
於
二
東
国
一
者
被
二
憑
思
食
一
之
由
、

被
二
仰
下
一
、
早
被
レ
廻
二
寿
策
一
候
者
、
目
出
度
候
、
其
間
子
細
以
二
使

者
一
令
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

二
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
部
大
輔
秀
親
（
花
押
影
）

進
上
　
白
河
三
河
守
殿

峰
岸
氏
は
、
そ
の
花
押
型
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
刑
部
大
輔
秀
親
」
と
「
藤
原

秀
親
」
を
同
一
人
物
と
判
断
し
た
。
肯
首
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
、

「
仰
」
を
受
け
る
秀
親
が
「
白
河
三
河
守
」（
小
峰
朝
常
）
に
協
力
を
求
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
秀
親
が
上
意
を
受
け
る
立

場
に
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
刑
部

大
輔
」
の
官
途
名
は
阿
曽
沼
氏
の
人
物
と
し
て
広
く
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
る
と
、
秀
親
は
阿
曽
沼
氏
と
無
関
係
な
人
物
と
評
価
さ

れ
て
し
ま
い
、
峰
岸
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
史
料
一
と
関
係
す
る
文
書
が
全
て
疑

文
書
で
あ
っ
た
と
す
る
と（

39
）、

史
料
一
も
阿
曾
沼
氏
の
譲
状
を
元
に
作
成
さ
れ
た

偽
文
書
と
断
じ
た
く
な
る
。
し
か
し
、
史
料
五
の
存
在
に
よ
っ
て
、
秀
親
の
正

体
に
つ
い
て
別
の
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、
官
途
名
が
「
刑
部
大
輔
」

で
諱
が
「
秀
仲
」
で
あ
る
北
畠
親
房
侍
臣
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
の
「
刑
部
大
輔
秀
仲
」
は
親
房
の
意
を
報
じ
て
文
書
を
多
数
発
給
し
て
い

る（
40
）。

こ
の
点
は
、
上
意
を
受
け
て
い
る
秀
親
の
立
場
と
共
通
す
る
。
な
お
か

つ
、
官
途
名
が
「
刑
部
大
輔
」
で
共
通
し
、
諱
も
「
秀
」
が
通
じ
て
い
る
。
こ

の
両
者
を
同
一
人
物
と
は
見
做
せ
な
い
が
、
親
類
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
問
題
は
、
親
房
侍
臣
の
親
類
が
な
ぜ
阿
曽
沼
氏
の
譲
状
を
書
い
て
い
る
の

か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
み
た
よ
う
に
惣
領
朝
綱
が
関
東
へ
帰
還
す
る
際
に
、

親
房
ら
と
共
に
海
路
で
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
彼
が

南
朝
方
の
人
物
と
面
識
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
南
朝
勢

力
内
で
の
繋
が
り
の
中
で
、
両
者
の
間
に
関
係
が
構
築
さ
れ
、
秀
親
が
朝
綱
の

養
子
や
娘
婿
な
ど
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
秀
親
へ
阿
曽
沼
惣
領
家
の
所
領
が
渡
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
朝
綱
は
関
東
到
着
直
後
に
処
刑
さ
れ
る
が
、
秀
親
は
関
東
に
入
部
し
活
動

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
史
料
二
に
み
え
る
「
惣
領
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
経

過
を
経
て
阿
曽
沼
惣
領
を
継
い
だ
秀
親
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
よ

う
。
そ
の
秀
親
が
次
代
に
向
け
て
作
成
し
た
の
が
史
料
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
阿
曽
沼
氏
の
所
領
が
小
山
氏
の
所
領
と
な
っ
て
い
く
中

で
こ
の
文
書
が
小
山
氏
の
手
に
渡
り
、
そ
の
相
伝
文
書
と
し
て
現
代
ま
で
残
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
想
定
し
た
場
合
、
秀
親
が
南
朝
方
で
あ
り
な
が
ら
北
朝
年
号
を

使
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
確
証
を
得
な
い
が
、
小
山
氏
が
文
書
を
写
す
際
に
年
号
を
書
き
換
え
た
可
能

性
や
秀
親
が
北
朝
方
に
立
場
を
替
え
た
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。

以
上
の
史
料
一
を
め
ぐ
る
憶
測
は
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
想
定
で
あ
っ
て
一
次

史
料
に
よ
る
裏
付
け
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秀
親

の
実
在
が
確
実
な
中
で
は
、
後
世
何
ら
か
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も

史
料
一
が
全
て
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
何
ら
か
の
史
実
が
こ
こ
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に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
究
明
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
。

（
二
）
朝
綱
代
朝
兼

朝
綱
代
の
朝
兼
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
史
料
に
登
場
す
る
。

史
料
六
　
陸
奥
国
宣（

41
）

阿
曽
沼
下
野
権
守
朝
綱
代
朝
兼
申
遠
野
保
事
、
申
状
如
レ
此
、
子
細
見
レ

状
、
所
詮
不
日
追
二─

却
面
懸
左
衛
門
尉
以
下
輩
一
、
可
レ
沙
二─

汰
─

付
朝
兼

一
、
使
節
遅
引
者
、
可
レ
有
二
其
咎
一
也
者
、
依
二
国
宣
一
執
達
如
レ
件
、

建
武
元
年
八
月
三
日
　
　
　
大
蔵
権
少
輔
清
高
奉

南
部
又
二
郎
殿

こ
こ
に
み
え
る
朝
兼
を
『
遠
野
阿
曽
沼
氏
系
譜
』
な
ど
の
近
世
系
図（

42
）で

は
朝

綱
の
子
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
史
料
を
虚
心
に
読
む
限
り
、
朝
兼

は
あ
く
ま
で
「
朝
綱
代
」
で
あ
り
、
親
子
関
係
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま

た
、
当
時
の
阿
曽
沼
氏
に
み
ら
れ
る
「
綱
」
の
通
字
が
な
く
、
こ
の
点
も
阿
曽

沼
氏
の
人
物
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。

一
方
で
、
遠
野
保
に
は
阿
曽
沼
氏
が
確
実
に
入
部
し
て
お
り
、
戦
国
初
期
に

も
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る（

43
）。

ま
た
、
永
徳
四
年
（
一
三
八
四
）
に
「
七
戸

殿
」
と
一
揆
契
状
を
交
わ
し
た
「
藤
原
守
綱
」

（
44
）

に
つ
い
て
も
、
藤
原
姓
で
諱
に

「
綱
」
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遠
野
阿
曽
沼
氏
の
一
族
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
こ
の
頃
、
糠
部
郡
の
南
部
氏
一
族
が
遠
野
保
周
辺
ま
で
勢
力
を

拡
大
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り（

45
）、

彼
ら
と
遠
野
阿
曽
沼
氏
が
一
揆
を
結

ん
で
い
て
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
曽
沼
氏
の
一
族
は
確

実
に
遠
野
保
に
入
部
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
阿
曽
沼
氏
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
と
ど
の
よ

う
に
繋
が
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
綱
の
直
系
子
孫
は
勢

力
を
失
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
代
官
支
配
で
あ
っ
た
遠
野
保
だ
け
確
実
に

維
持
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
系
統
で
な
い
阿
曽
沼
氏

が
後
の
遠
野
阿
曽
沼
氏
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
阿
曽
沼
氏
に
つ
い
て

は
明
徴
が
な
い
が
、
或
は
鎌
倉
期
に
遠
野
保
及
び
江
刺
郡
角
懸
郷
の
管
理
を
任

さ
れ
て
い
た
阿
曽
沼
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、

角
懸
郷
が
称
名
の
地
と
も
さ
れ
る
「
面
懸
左
衛
門
尉
」
が
そ
の
阿
曽
沼
一
族
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
確
た
る
こ
と
は
不
明
と
い
う
他
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
他
日
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
阿
曽
沼
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
諱
や
仮
名
の
特
徴
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
私
見
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
復
元
し
た
系
譜
に
つ
い
て
、
推
測
に
基
づ
い
て
し
ま
っ

た
部
分
も
少
な
く
な
く
、
こ
れ
ら
を
確
実
な
も
の
と
し
て
い
く
作
業
は
今
後
も

必
要
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
注
）

（
１
）
和
久
井
紀
明
「
中
世
東
国
の
在
地
領
主
制
の
展
開
―
下
野
国
小
山
氏
に
つ
い
て
―
」

（
松
本
一
夫
編
『
下
野
小
山
氏
』（
中
世
関
東
武
士
研
究
　
第
六
巻
）、
戎
光
祥
出
版
、

二
〇
一
二
年
。
初
出
：
一
九
七
二
年
）
　
七
二
〜
七
五
頁
。

（
２
）
信
濃
史
料
刊
行
会
編
『
信
濃
史
料
』
六
巻
（
信
濃
史
料
刊
行
会
、
一
九
五
五
年
）

六
七
・
六
八
頁
。

（
３
）
峰
岸
純
夫
ａ
「
古
文
書
・
記
録
編
」（
小
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
小
山
市
史
』
史

料
編
・
中
世
、
小
山
市
、
一
九
八
〇
年
）
　
八
八
九
〜
八
九
五
頁
。
ｂ
「
小
山
文
書

に
つ
い
て
の
覚
書
」（
同
氏
著
『
中
世
東
国
の
荘
園
公
領
と
宗
教
』
所
収
、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
：
一
九
八
二
年
）

（
４
）
河
合
正
治
「
安
芸
国
阿
曽
沼
氏
に
つ
い
て
」（『
栃
木
県
史
し
お
り
』
第
七
回
、
一
九

七
九
年
）
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（
５
）
外
園
豊
基
「
安
芸
国
衆
阿
曽
沼
氏
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
四
〇
九
号
、
一
九
八

二
年
）

（
６
）
前
掲
注
（
４
）
河
合
論
文
　
三
頁
。

（
７
）
遠
野
市
史
編
纂
委
員
会
「
第
三
編
　
中
世
　
第
一
章
　
阿
曽
沼
時
代
第
一
」（
遠
野
市

史
編
集
委
員
会
編
『
遠
野
市
史
』
第
一
巻
、
遠
野
市
、
一
九
七
四
年
）
他
。

（
８
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
五
九
巻
。

（
９
）『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
。

（
10
）
江
田
郁
夫
「
南
北
朝
時
代
の
佐
野
氏
」（
同
氏
著
『
中
世
東
国
の
街
道
と
武
士
団
』
所

収
、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
：
二
〇
一
〇
年
）
　
一
六
五
〜
一
六
七
頁
。

（
11
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ａ
　
八
九
一
頁
。

（
12
）
岩
本
由
輝
「『
栃
木
県
史
』
史
料
編
な
ど
に
み
る
中
世
の
遠
野
」（『
村
落
社
会
研
究
』

一
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
　
四
頁
。

（
13
）「
小
山
文
書
」（『
南
北
朝
遺
文
　
東
北
編
』（
以
下
『
南
北
朝
遺
文
』
は
『
東
北
』
の

よ
う
に
地
域
名
の
み
に
略
記
）
　
一
〇
二
八
号
）。

（
14
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ｂ
　
九
三
頁
。

（
15
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ｂ
　
九
五
頁
。

（
16
）『
小
山
市
史
』
史
料
編
・
中
世
（
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ａ
に
同
じ
）
　
二
二
二
号

他
。

（
17
）
佐
藤
進
一
『
新
版
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
）
　
二
五
一

頁
。

（
18
）「
諏
訪
御
符
禮
之
古
書
」（『
信
濃
史
料
』
九
（
一
九
五
七
年
）
　
六
八
〜
七
〇
頁
）。

（
19
）「
守
矢
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
五
（
一
九
五
四
年
）
　
七
〇
〜
七
六
頁
）。

（
20
）「
長
門
小
早
川
家
文
書
」（『
関
東
』
五
六
六
号
）。

（
21
）
前
掲
注
（
17
）
佐
藤
著
書
　
二
五
七
・
二
五
八
頁
。

（
22
）
こ
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
前
沢
敏
氏
の
見
解
に
従
っ
た
（
佐
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会

編
『
佐
野
市
史
』
通
史
編
上
巻
（
佐
野
市
、
一
九
七
八
年
）
　
四
〇
一
頁
）。

（
23
）
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
「「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
、
一
九
九
二
年
）。

（
24
）
前
掲
注
（
４
）
河
合
論
文
　
一
頁
。

（
25
）「
新
出
厳
島
文
書
」（
広
島
県
編
『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
編
三
（
広
島
県
、
一

九
七
八
年
）
　
「
新
出
厳
島
文
書
」
五
〇
号
）。

（
26
）
前
掲
注
（
10
）
江
田
論
文
　
一
七
九
頁
。

（
27
）「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」（
前
掲
注
（
23
）
海
老
名
・
福
田
論
文
）。

（
28
）
前
掲
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
29
）「
武
蔵
落
合
文
書
」（『
関
東
』
六
二
三
号
）。

（
30
）『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
二
五
冊
。

（
31
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ａ
　
八
九
一
頁
。

（
32
）「
米
良
文
書
」（『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
所
収
同
文
書
一
九
五
号
）。

（
33
）「
金
沢
文
庫
文
書
」（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
二
古
代
・
中
世
二
（
神
奈
川
県
、
一
九

七
三
年
）
　
三
一
一
一
号
）。

（
34
）
前
掲
注
（
４
）
河
合
論
文
　
三
頁
。

（
35
）『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
三
五
　
「
阿
曽
沼
次
郎
三
郎
」
家
文
書
所
収
阿
曽
沼
氏
系
譜
（
山

口
県
文
書
館
編
『
萩
藩
閥
閲
録
』
一
、
山
口
県
文
書
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
36
）
前
掲
注
（
４
）
河
合
論
文
　
三
頁
。

（
37
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ａ
　
八
九
一
頁
。

（
38
）「
結
城
古
文
書
写
　
有
造
館
本
　
坤
」（『
東
北
』
一
二
一
六
号
）。

（
39
）
前
掲
注
（
３
）
峰
岸
論
文
ｂ
　
九
五
頁
。

（
40
）「
岩
代
相
楽
結
城
文
書
」（『
東
北
』
五
八
三
号
）
他
。
な
お
、
こ
れ
以
前
に
秀
仲
は

「
越
後
権
守
」（「
松
平
基
則
氏
所
蔵
結
城
文
書
」（『
東
北
』
四
二
五
号
）
他
）、「
刑
部

少
輔
」（「
松
平
基
則
氏
所
蔵
結
城
文
書
」（『
東
北
』
五
二
七
号
）
他
）
の
官
職
名
を

名
乗
っ
て
い
る
。

（
41
）「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」（『
東
北
』
八
八
号
）。

（
42
）
前
掲
注
（
７
）
市
史
所
収
。

（
43
）「
米
良
文
書
」（『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
所
収
同
文
書
七
二
一
号
）。

（
44
）「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」（『
東
北
』
二
一
六
四
号
）。

（
45
）
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
十
二
月
十
七
日
「
黒
森
神
社
所
蔵
棟
札
」（
岩
手
県
著
『
岩

手
県
史
』
第
二
巻
　
中
世
篇
上
（
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
、
初
出
：
一
九
六
一
年
）

四
五
八
頁
）。
こ
こ
に
は
、
閉
伊
郡
の
地
頭
と
し
て
「
南
部
光
禄
」
と
「
南
部
伊
予
守

信
長
」
が
み
え
る
。

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
の
南
部
政
光
置
文
（「
南

部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」（
八
戸
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
八
戸
市
史
』
中
世
資

料
編
（
八
戸
市
、
二
〇
一
四
年
）
　
一
二
六
・
一
二
七
頁
）
に
、
閉
伊
郡
の
所
領
が

記
さ
れ
て
い
る
。

（
謝
辞
）

本
稿
は
、
第
七
十
七
回
蝦
夷
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
成
稿
し
た
も
の

で
あ
る
。

会
場
に
お
い
て
、
貴
重
な
ご
意
見
を
下
さ
っ
た
皆
様
に
こ
の
場
を
借
り
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。




